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　 　 　 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
　 　 　 　 【 請 求 項 １ 】 　 フ ィ ル タ 空 間 に 、 加 圧 空 間 で 行 わ れ る 濾 過 へ 被 処 理 物 質 を 供 給 す
る 部 材 と 、 濾 過 生 成 物 す な わ ち 濾 過 残 滓 を 加 圧 フ ィ ル タ 空 間 か ら 除 去 す る 部 材 と が 設 置 さ
れ て い る 、 加 圧 フ ィ ル タ 空 間 か ら の 濾 過 残 滓 除 去 装 置 に お い て 、 前 記 フ ィ ル タ 空 間 の 排 出
導 残 滓 排 出 端 部 に は 、 調 節 部 連 結 さ れ 、 該 調 節 部 少 な く と も ２ つ の 調 節 要

含 み 、 該 要 素 は 、 互 い に 対 し て 同 心 状 置 さ れ 、 出 入 備 え て い て 、 互 い に 対 し て
移 動 可 能 で あ り 、 前 記 排 出 導 含 ま れ る 濾 過 残 滓 の 測 定 可 能 な 表 面 高 、 実 質 的 に 所
定 の 値 に 実 質 的 に 継 続 的 に 維 持 す る こ と を 特 徴 と す る 濾 過 残 滓 除 去 装 置 。
　 　 　 　 【 請 求 項 ２ 】 　 請 求 項 １ に 記 載 の 装 置 に お い て 、 前 記 調 整 要 少 な く と も 一 方
は 、 周 り を 回 動 可 能 に 設 置 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 濾 過 残 滓 除 去 装 置 。
　 　 　 　 【 請 求 項 ３ 】 　 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 装 置 に お い て 、 前 記 濾 過 残 滓 の 表 面 高

測 定 す る た め 、 前 記 排 出 導 は 超 音 波 セ ン 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 濾
過 残 滓 除 去 装 置 。
　 　 　 　 【 請 求 項 ４ 】 　 請 求 項 １ ま た は ２ に 記 載 の 装 置 に お い て 、 前 記 濾 過 残 滓 の 表 面 高

測 定 す る た め 、 前 記 排 出 導 は 該 排 出 導 管 の 支 持 構 お け る 変 化 を 測 定 す る ア ク
チ ュ エ ー タ が 設 置 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 濾 過 残 滓 除 去 装 置 。
　 　 　 　 【 請 求 項 ５ 】 　 請 求 項 ４ に 記 載 の 装 置 に お い て 、 前 記 排 出 導 管 の 支 持 構 変 化
を 測 定 す る ア ク チ ュ エ ー タ は 力 測 定 セ ン あ る こ と を 特 徴 と す る 濾 過 残 滓 除 去 装 置 。
　 　 　 　 【 請 求 項 ６ 】 　 請 求 項 ４ に 記 載 の 装 置 に お い て 、 前 記 排 出 導 管 の 支 持 構 変 化
を 測 定 す る ア ク チ ュ エ ー タ は 、 張 力 測 定 セ ン サ で あ る こ と を 特 徴 と す る 濾 過 残 滓 除 去 装 置
。
　 　 　 　 【 請 求 項 ７ 】 　 請 求 項 １ な い し ６ の い ず れ か に 記 載 の 装 置 に お い て 、 前 記 濾 過 残
滓 の 表 面 高 測 定 手 段 と 、 前 記 調 節 要 素 を 動 か す 部 は 、 電 気 的 に 相 互 連 結 さ れ て い

と を 特 徴 と す る 濾 過 残 滓 除 去 装 置 。
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